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１．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、報告済みとした。 

○ 地域主権改革一括法の施行に伴う関係条例の制定改廃について 

（１）新滝川市活力再生プラン平成 23年度実績報告及び最終報告について 

（２）株式会社滝川振興公社第50回定時株主総会等の開催結果について 

（３）高校生のための就職支援セミナーの開催結果について 

（４）スカイスポーツイベント「サマースカイフェスタ2012」の開催結果について 

（５）公の施設の指定管理者の公募について（サンライフ滝川）     

（６）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について  

（水道法関係（丸加高原健康の郷専用水道））   

（７）物産振興・産業振興等について 

（８）新滝川市活力再生プラン平成 23年度実績報告及び最終報告について 

（９）６丁目排水機場の改修工事及び管理主体について 

（10）農業体質強化基盤整備促進事業の進捗状況について  

（11）株式会社滝川グリーンズに関する報告について  

・定時株主総会の開催結果について 

・経営診断業務の実施について  

（12）新滝川市活力再生プラン平成 23年度実績報告及び最終報告について 

（13）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（道路法関係） 

（14）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（都市公園法関係）  

（15）建設部工事発注状況について    

（16）平成24年度一般会計補正予算について   

（17）石狩川流域下水道組合規約の変更について   



    

（18）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（下水道法関係）  

（19）専決処分について（市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いの請求に関する調停の   

申立て及び公営住宅の明渡し等） 

（20）専決処分について（滝川市立開西中学校改築工事に係る工事請負契約の変更） 

（21）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（公営住宅法関係）  

 

２．第３回定例会以降の調査事項について 

  別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

 

３．その他について 

なし。 

 

４．次回委員会の日程について  

正副委員長に一任することに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 口 清 悦  ○印 



 

 

 

1 

   平成24年８月27日 2 

 3 

 滝川市議会議長 水 口 典 一 様 4 

 5 

                                 滝川市長 前 田 康 吉 6 

 7 

 8 

   経済建設常任委員会への説明員の出席について 9 

 10 

 平成24年８月３日付け滝議第44号で通知のありました経済建設常任委員会への説明員の出席要求について、次の 11 

者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 12 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 13 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 14 

 15 

記 16 

 17 

 滝川市長の委任を受けた者 18 

副市長     鈴 木 光 一 19 

  総務部総務課長    田 中 嘉 樹 20 

  総務部総務課法制文書室長             横 山 浩 丈 21 

経済部長     五十嵐 千夏雄 22 
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経済部商業観光課副主幹    柳   圭 史 27 

経済部商業観光課主査    青 木 康 男 28 

  経済部商業観光課主任主事   今   安紀子 29 

  経済部商業観光課主任主事   清 水 拡 智 30 

経済部産業振興課副主幹        諏 佐   孝 31 

農政部長     若 山 重 樹 32 

  農政部次長     中 島 隆 宏 33 

  農政部参事     多 田 幸 秀 34 

  農政部農政課副主幹    菊 田 健 二 35 

  農政部農政課主査        山 本 健 裕 36 

農政部農政課農業基盤整備室長   北 野 清 隆 37 

農政部農政課農業基盤整備室副主幹         鎌 倉 幸 男 38 

建設部長     大 平 正 一 39 

  建設部技監     高 瀬 慎二郎 40 

  建設部土木課長    深 瀬 文 彦 41 

建設部土木課副主幹    尾 崎   敦 42 

建設部土木課副主幹    千 葉 一 稔 43 

建設部土木課主査    近 藤 誕 樹 44 



 

 

 

建設部土木課都市計画室長   千 葉   豊 45 

建設部土木課都市計画室副主幹   湯 浅 芳 和 46 

建設部土木課都市計画室副主幹   山 崎 智 弘 47 

建設部土木課都市計画室主査   岡 崎 卓 哉 48 

建設部土木課都市計画室主任技師   東   忠 司 49 

建設部建築住宅課主幹    伊 藤 和 博 50 

建設部建築住宅課副主幹    三 吉 修 司 51 

建設部建築住宅課副主幹    林   仁 彦 52 

建設部建築住宅課主査    薦 田 啓 之 53 
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第15回 経 済 建 設 常 任 委 員 会 88 

H24.８.29(水)13:30～ 89 

第 一 委 員 会 室 90 

○ 開   会 91 

 92 

○ 委員長挨拶（委員動静） 93 

 94 

１．所管からの報告事項について 95 

○ 地域主権改革一括法の施行に伴う関係条例の制定改廃について         （資料） 総 務 課 96 

《経済部》 97 

（１）新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について（資料）経 済 部 98 

（２）株式会社滝川振興公社第50回定時株主総会等の開催結果について    （資料）商業観光課 99 

（３）高校生のための就職支援セミナーの開催結果について           （資料） 〃   100 

（４）スカイスポーツイベント「サマースカイフェスタ2012」の開催結果について（資料） 〃   101 

（５）公の施設の指定管理者の公募について（サンライフ滝川）        （資料） 〃   102 

（６）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について 103 

（水道法関係（丸加高原健康の郷専用水道））             （資料） 〃   104 

（７）物産振興・産業振興等について                    （資料）産業振興課 105 

《農政部》  106 

（８）新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について（資料）農 政 部 107 

（９）６丁目排水機場の改修工事及び管理主体について            （資料）農 政 課 108 

（10）農業体質強化基盤整備促進事業の進捗状況について          （資料） 〃   109 

（11）株式会社滝川グリーンズに関する報告について            （資料） 〃   110 

   ・定時株主総会の開催結果について 111 

   ・経営診断業務の実施について 112 

《建設部》 113 

（12）新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について（資料）建 設 部 114 

（13）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（道路法関係）（資料）土 木 課 115 

（14）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（都市公園法関係）（資料） 〃   116 

（15）建設部工事発注状況について                    （資料） 〃   117 

（16）平成24年度一般会計補正予算について                 （資料）都市計画室 118 

（17）石狩川流域下水道組合規約の変更について               （資料） 〃   119 

（18）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（下水道法関係）（資料） 〃   120 

（19）専決処分について（市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いの請求 121 

に関する調停の申立て及び公営住宅の明渡し等）           （資料）建築住宅課 122 

（20）専決処分について（滝川市立開西中学校改築工事に係る工事請負契約の変更）（資料） 〃   123 

（21）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（公営住宅法関係）（資料） 〃   124 

 125 

２．第３回定例会以降の調査事項について～別紙 126 

３．その他について   127 

４．次回委員会の日程について 128 

 129 

○ 閉  会 130 
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 131 

第15回 経済建設常任委員会 132 

H24.8.29 (水)13：30～ 133 

第 一 委 員 会 室 134 

開  会 １３：３０ 135 

委 員 長 ただいまより第15回経済建設常任委員会を開会いたします。 136 

 委員動静報告 137 

委 員 長 まず、委員動静ですが、議長及び委員外議員として渡辺精郎議員、渡邊龍之議 138 

員、木下議員、清水議員の出席を許可いたします。委員は全員出席であります。 139 

 きょうの案件は21件にわたりますので、説明、答弁等簡潔にお願いいたします。 140 

 なお、北海道新聞の傍聴を許可いたします。 141 

 １．所管からの報告事項について 142 

委 員 長 それでは、１、所管からの報告事項について、地域主権改革一括法の施行に伴 143 

う関係条例の制定改廃について。 144 

 〇地域主権改革一括法の施行に伴う関係条例の制定改廃について 145 

横山室長 （別紙資料に基づき説明する。） 146 

委 員 長 説明が終わりました。 147 

 質疑ございますか。 148 

窪 之 内 １点だけですが、パブリックコメントのあり方についてなのですが、市民意見 149 

公募という形でいろんな形で市民意見は公募されるのだと思うのですが、なか 150 

なか市民の人たちが自分のこととして考えるということではちょっとパブリッ 151 

クコメントって出しづらいのかなというか、出てこない可能性もあるのではと。 152 

それで、市としては、例えばそれぞれの専門家に意見を聞くとかということは 153 

考えていないのかどうかについてお伺いしたいと思います。 154 

横山室長 実は、きのうたまたま札幌のほうでこの地域主権の関係の担当者会議があって 155 

出席してきました。その中で大きく２つ問題点があるということに大体なった 156 

のですけれども、１つはやはりパブリックコメントの問題、それからもう一つ 157 

は人員体制ですとか、例えば介護保険の関係ですと 300条を超える条例の提案 158 

などを予定しているのですけれども、そういったものの組織体制的に難しいと 159 

ころがあるという部分でございました。パブリックコメントでやっぱりほかの 160 

市でも、もちろん札幌市も含めてかなり悩まれているのですけれども、通常の 161 

例えば計画のパブリックコメントですとか、総合計画のパブリックコメント等 162 

もそうですし、それから滝川ですとこども未来づくり条例ですか、こういった 163 

条例をつくっていくというのに当たって専門家の方、有識の市民の方を集めて 164 

会議をするというのはすごく出てきやすいのですけれども、この案件について 165 

はどこの市も例えば会議をやるというような形で考えてもなかなか実際のとこ 166 

ろ進んでいないというのが全道共通した悩みというところでございます。私ど 167 

もは、11月の時点では最低パブリックコメントはしましょうと、できれば市民 168 

委員会、所管の例えば経済部であれば何とか委員会とかありますので、そうい 169 

った中で審議ができるものがあれば、そういうところで意見を伺う方法もある 170 

のではないかということでいろいろ相談しながら所管と進めてきました。けれ 171 

ども、実際のところかなり専門性が高い、例えばこの後経済部のほうから説明 172 

があるのですけれども、水道技術管理者の資格を定めるということになります 173 

と、なかなかそこに市民の方、専門家の方も含めても意見を出しにくい部分が 174 



 

２ 

 

あるのかなということで今回滝川市の総務課と所管の中ではそういった形では 175 

なく、まずパブリックコメントをやって、もしかしたら今回の形では出てこな 176 

いのかもしれないのだけれども、少なくとも、今インターネットでのパブリッ 177 

クコメントと、それから江部乙支所と図書館に資料を配付するという形で想定 178 

をしているのですけれども、そういった最低限の情報しかなかなか出せないと 179 

いうところがございます。介護保険などではページ数にして 200ページぐらい 180 

の資料がございます。そういったところで各市非常に悩んでいるところなので 181 

すけれども、滝川市といたしましても十分会議等も考えたのですけれども、現 182 

実的にはパブリックコメントという形が今のところとり得る手段なのかなとい 183 

うことで今回このようになっているということでございます。 184 

窪 之 内 結局は、今聞くと、形だけに終わりかねないというのが想像できる。例えば広 185 

報とかでこういうことやっていますよと、支所と図書館でといってもやっぱり 186 

関心とか、そういう意味では物すごく薄い。例えば料金改定とか、身近に迫る 187 

ものだったら別なのだけれども。それでも仕方ない、国はこういうことをしろ 188 

と、そうして条例改正をしなさいと言っている以上は、これ以外は考えられな 189 

いと。例えば全く意見が出ないまま９月１日から 30日終わったとした場合には 190 

何か考えを持っていますでしょうか。 191 

田中課長 委員さんのご指摘、もっともだと思います。ただ、この地域主権改革という前 192 

提が今まで国がすべて定めたのだよと、それを今度は自治体の権限と責任でと。 193 

そのためには、当然住民参加、住民にもそういう責任があるのですよというこ 194 

とで、一つの手続としましてこういうパブリックコメントの手法をとると。こ 195 

ういうことは、これから行政を進める上では大事なことになってくるという大 196 

前提の中で、今言われた出ないだろうなというのもいろんな議論の中でありま 197 

す。ただ、出ないのを前提にこれをしないということになりませんので、まず 198 

はこの手続を踏むと。その後に例えば専門家から個別に意見を伺うという場面 199 

はあるかもしれませんけれども、今一つの手順としてはこういうことをやらせ 200 

ていただきたいということでございます。 201 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 202 

三  上 総論的な話なのですが、地域の自主性、自立性を高めるためにはこの一括法と 203 

いうのは大変いいことだと思うのです。ただ、各地方自治体は、今職員を減ら 204 

したり、そういう中にあって本当に今の体制でできるのかというのと、それと 205 

交付税措置があるのかどうなのか。国のほうからその辺の説明というのはもう 206 

されているのでしょうか。 207 

田中課長 今わかっている範囲でということになりますけれども、まず体制でございます。 208 

今、総務課内に法制文書室というのを機構改革で設けました。実は、これを進 209 

めるためというのが一番大きな目的でございます。本来であれば、いろんな自 210 

治体いろんなやり方があります。各所管で全部やってしまうというところもあ 211 

りますけれども、これだけの重たいものになりますと、なかなか一体感を持っ 212 

てやれないだろうと、それで総務課のほうで一定程度コントロールするという 213 

ことで体制を整えました。あと、今度権限移譲の部分で実際今までやっていな 214 

いことをやらなければいけないというところで、その手法というのを今道に問 215 

い合わせをしているのですけれども、すべての部分においてなかなか明確にこ 216 

うですよというのがまだ得られない状況でございます。ですから、そういう情 217 

報をとりながら、例えば体制が足りないのだとすれば、それは正職員なのか、 218 



 

３ 

 

それとも委託でできるのか、あるいは臨時職員、嘱託職員でできるのか、さま 219 

ざまなことを検討しなければいけないと思っております。それと、権限移譲に 220 

つきましては、１件幾らというような、そういったものも既にありますけれど 221 

も、義務づけ、枠づけが廃止の関係で交付税全体でどうなるのかというところ 222 

の説明は今現在はないということでございます。 223 

委 員 長 よろしいですか。 224 

三  上 はい。 225 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 226 

（なしの声あり） 227 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 228 

 次に、経済部より（１）、新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最 229 

終報告について。 230 

 （１）新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について 231 

五十嵐部長 （別紙資料に基づき説明する。） 232 

委 員 長 説明が終わりました。 233 

 それでは、質疑ございますか。 234 

（なしの声あり） 235 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 236 

 （２）、株式会社滝川振興公社第 50回定時株主総会等の開催結果について説明 237 

を求めます。 238 

 （２）株式会社滝川振興公社第50回定時株主総会等の開催結果について 239 

五十嵐部長 （別紙資料に基づき説明する。） 240 

委 員 長 質疑ございますか。 241 

（なしの声あり） 242 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。（３）、高校生のための就職支援セミナーの 243 

開催結果について説明を求めます。 244 

 （３）高校生のための就職支援セミナーの開催結果について 245 

今主任主事 （別紙資料に基づき説明する。） 246 

委 員 長 説明が終わりました。 247 

 質疑ありますか。 248 

（なしの声あり） 249 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 250 

 （４）、スカイスポーツイベント「サマースカイフェスタ2012」の開催結果につ 251 

いて。 252 

 （４）スカイスポーツイベント「サマースカイフェスタ2012」の開催結果につ 253 

いて 254 

日口主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 255 

委 員 長 質疑ございますか。 256 

（なしの声あり） 257 

委 員 長 ないようですので、報告済みといたします。 258 

 （５）、公の施設の指定管理者の公募について（サンライフ滝川）。 259 

 それでは、説明を求めます。 260 

 （５）公の施設の指定管理者の公募について（サンライフ滝川） 261 

青木主査 （別紙資料に基づき説明する。） 262 
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委 員 長 説明が終わりました。 263 

 質疑ありますか。 264 

（なしの声あり） 265 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 266 

 （６）、地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について説 267 

明を求めます。 268 

 （６）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（水 269 

道法関係（丸加高原健康の郷専用水道）） 270 

鎌塚副主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 271 

委 員 長 それでは、質疑ございますか。 272 

（なしの声あり） 273 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 274 

 （７）、物産振興・産業振興等について説明を求めます。 275 

 （７）物産振興・産業振興等について 276 

諏佐副主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 277 

委 員 長 説明が終わりました。 278 

 質疑ありますか。 279 

坂  井 物産振興についてお伺いいたします。 280 

 ８月11日、９月１日、軽トラ市１番、２番（ベルロード）というふうなことが 281 

記載されているのですが、まずこれの実行主体と構成団体に関して確認をさせ 282 

ていただきたいので、お願いいたします。 283 

諏佐副主幹 物産振興、ほかの催事もそうなのですが、ここに記載しておりますのは市単独 284 

で出ているものもありますし、さまざまある協議会として出店しているものも 285 

ありますが、市の職員が何らかの形でかかわっている部分という形で記載させ 286 

ていただいております。今坂井委員のほうからご質問のありました軽トラ市に 287 

つきましては、滝川地産地消ふるさとづくり協議会が主催となります。実際の 288 

ところは、軽トラ市のノウハウを持つたきかわ未来プロジェクトという任意団 289 

体になりますが、そちらの協力を得て開催しているということになります。 290 

 以上です。 291 

坂  井 ありがとうございます。今市の職員がかかわって地産地消ふるさとづくり協議 292 

会がやっているというような発言があったのですけれども、先日８月23日のた 293 

きかわ未来プロジェクトの会議におきまして、その会議を仕切っている方が一 294 

部の構成団体に対して罵声を浴びせて排除したというようなことがあったとい 295 

うふうに聞いているのですが、まずそれがあったかどうか、事実かどうかを確 296 

認させてください。 297 

諏佐副主幹 事実とすれば、そういった場面はあったように思います。私もその会議にオブ 298 

ザーバーとして参加しておりましたので、実際かなり厳しい発言があって途中 299 

退席されるという場面があったように思います。 300 

 以上です。 301 

坂  井 あったのかなというふうに今の発言からはとれるのですが、もしそのような事 302 

実があったとすれば、今後滝川の活性化を図っていく上で市が当然かかわって 303 

いる組織というところにおいて問題があるのではないかというふうに思います。 304 

そのたきかわ未来プロジェクトの地産地消ふるさとづくり協議会の内規や何か 305 

というのを見させていただいたのですけれども、会長の選出方法も結構あいま 306 
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いだというように見てとれました。今後そういうことを含めて対応や何か言う 307 

のをどうしていったらいいものなのかということで、お考えなりご意見をお聞 308 

かせいただきたいのですが。 309 

諏佐副主幹 問題意識としては、坂井委員と同じだと私も思っています。ただ、告知を既に 310 

９月１日で開催するということでさせていただいておりますので、まずはイベ 311 

ントのほうは開催させていただきたいと思っています。終わった後に、今回の 312 

件に限らず、よりよいものにしていく上でいろいろ反省点もございますので、 313 

関係団体と協議してまいりたいと思っております。 314 

 以上です。 315 

委 員 長 よろしいですか。 316 

坂  井 はい。 317 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 318 

窪 之 内 わかる範囲で結構なのですけれども、物産振興ということもあるので、実際に 319 

物産振興ということで道産子感謝Ｄａｙその他で何人ぐらいの人たちにどの程 320 

度の品物が売れていっているのかということを、いろんな商店が出ていること 321 

もあるのだと思うのですけれども、その辺が去年と比較してふえていっている 322 

のかという、その売り上げや何かも確実にふえて物産振興につながっていって 323 

いるのだということがわかるような数字的なものをつかんでいれば、お伺いし 324 

たいと思います。 325 

諏佐副主幹 ちょっと数字のほうは今持ち合わせていないので、ないのですけれども、サッ 326 

ポロビールさんのイベントについては今回滝川市としては初めて出店していま 327 

す。どういうイベントなのか、効果的なものなのかというのも判断したいとい 328 

うこともありまして、とりあえず年間通じて行われるものには積極的に一度参 329 

加してみたいなと思っています。実際販売していますのは、滝川市でよく売ら 330 

れている農産加工品ですとか菜種油のようなものとか、実際催事場ではビール 331 

なんかも販売されていますので、今ちょっと開発中ではあるのですけれども、 332 

ＳＰＦポークを使ったソーセージを焼いて販売したりとか、そういったことを 333 

しながら滝川市のＰＲに努めているところです。 334 

 以上です。 335 

窪 之 内 そうしたＰＲが実際の物産振興という形に結びつかないとならないということ 336 

だと思うのです。商品開発とかということにもなるのだと思うのですけれども、 337 

サッポロビールはことし初めてだとしても、北海道フェアｉｎ代々木とかも含 338 

めて今までやってはきているのだと思うのですが、何となく毎年やっているだ 339 

けという形で、それがどんなふうに生かされているのかというのが余りよくわ 340 

からないのですが、その辺は年度的な経過を見てこういうふうに広がっている 341 

のだというようなのがあれば、お伺いしたいと思います。 342 

居林部次長 物産振興に関しまして、実はことし数をふやしました。その結果というのは、 343 

これからだというふうに思っていますし、やっぱりＰＲの部分でまずは知って 344 

もらうということが大切だと思っていますので、少し数を出してみようという 345 

段階です。また、我々も出てほかの物産を見ますと、やはり商品アイテム数が 346 

非常に多いと、出しているものが非常に多いということもすごく見受けられま 347 

すので、そういったところも我々も勉強してやっぱり新たな商品開発ですとか、 348 

そういった業者さんともいろいろお話ししながら、少し長い目で進めてまいり 349 

たいというふうに考えてございます。 350 
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委 員 長 ほかに質疑ございますか。 351 

（なしの声あり） 352 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。ご苦労さまでした。 353 

 所管の入れかえをしますので、暫時休憩いたします。 354 

休  憩 １４：２９ 355 

再  開 １４：３１ 356 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 357 

 （８）、新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について説 358 

明を求めます。 359 

 （８）新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について 360 

若山部長 （別紙資料に基づき説明する。） 361 

委 員 長 説明が終わりました。 362 

 質疑ございますか。 363 

窪 之 内 １点、実績23年度と総括的にも出てきた滝川グリーンズの経営健全化について 364 

なのですが、部長の報告はわかるのですけれども、実際には累積欠損金を見て 365 

も、市の貸付金を減じれないというところから見てもなぜこういうような状態 366 

を脱し切れなかったのかというようなところの報告というのが少なかったとい 367 

うか、なかったというように思うのです。引き続きと言っていますけれども、 368 

今グリーンズでいえば今年度大変な状況にあり、大変というか、本当に根本か 369 

ら見直すという状況にあるときなので、目指したところができなかった要因に 370 

ついて若干触れていただきたいというふうに思います。 371 

若山部長 言葉足りなくて申しわけございません。毎年報告しているものですから、その 372 

時点の報告でということで総括的にちょっと言葉がなくて申しわけございませ 373 

んでした。一番の原因としましては、どこもそうでございますけれども、やっ 374 

ぱり入浴客の減というような中身がございまして、あと皆さんもご存じのよう 375 

に、あの施設としての経費の面とかいろいろな形で市の皆様のご理解を得まし 376 

て支援もちょっと多くなったり、いろんなことをしているのですけれども、い 377 

ずれにいたしましてもやはり大半を占める入浴客の減というのが一番大きな要 378 

因というところでございます。ただ、そればかりは言っておられませんので、 379 

その次にどういう手を打つかという形で、例えば営業を少ししっかりするだと 380 

か、先ほどご報告させていただきましたけれども、経営改善の計画にのっとっ 381 

ていかにして効果的な営業をやっていくかというところをやりまして平成23年 382 

度は少しプラスになったと。ただ、やっぱりいろんな形でその時点でプラスと 383 

いうことでございますけれども、キャッシュフローや何かいろんな面を考えた 384 

ときに、では貸付金は一円も返せなかったかというと、またそこは違う面はご 385 

ざいますけれども、いろんなキャッシュフローを考えたときに、今までマイナ 386 

ス、マイナスというところが前年度だけプラスということで、そこのところで 387 

キャッシュフローのことを考えて貸付金はちょっとこの状態にしておきまして、 388 

そして今年度の話、これ以上の話になりますけれども、今の時点でも今年度は 389 

しっかりと計画以上のものを出しているということで年度末には貸付金の減と 390 

いうことも今視野に入れてやっているというところでございます。 391 

 以上です。 392 

委 員 長 よろしいですか。 393 

窪 之 内 はい。 394 
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委 員 長 ほかに質疑ありますか。 395 

（なしの声あり） 396 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 397 

 （９）、６丁目排水機場の改修工事及び管理主体について説明を求めます。 398 

 （９）６丁目排水機場の改修工事及び管理主体について 399 

北野室長 （別紙資料に基づき説明する。） 400 

委 員 長 説明が終わりました。 401 

 質疑ありますか。 402 

窪 之 内 まず、機能補償ということで改修工事そのものはすべて補償費で賄われるのか 403 

どうかというのが１点。 404 

 それと、管理費が先ほど報告あったように滝川市の管理にすることによってこ 405 

れまでの負担金以上のお金がかかるだろうというふうになった、それはどれく 406 

らいというふうに考えればいいのか。それとそれは人件費も含むようになるの 407 

かなと思うので、そういったことを含めてプラスになるということなのかとい 408 

うことが２点目。 409 

 ３点目なのですが、運転技術者とかということで市の体制としてはそういうの 410 

を受け入れて管理していく人的な、技術的なことは大丈夫と考えていいのかど 411 

うか、この３点お伺いします。 412 

北野室長 まず、排水機場の機能補償の改修工事ですけれども、補償工事としまして100 413 

パーセント河川側のほうで負担ということになっております。 414 

 それから、維持管理費なのですけれども、270万円の中には人件費相当分が示さ 415 

れた部分の４分の１が含まれております。そのほか、維持管理費と修繕等が含 416 

まれております。４分の１ですので、４分の３を復旧しますとこの倍ぐらいの 417 

額になるかなとは思いますけれども、今後の新しい排水機場の維持管理方法の 418 

形態がまだ示されていないものですから、どの程度の維持管理のものが求めら 419 

れるかというのがわからないので、まだ詳しい積算はできておりません。 420 

 技術者につきましては、現在滝川市農政課のほうにはおりません。いるとすれ 421 

ば、建設部のほうで池の前排水機場と滝川排水機場を２カ所管理しております 422 

ので、そちらのほうからの助言を受けたり、それから今まで空知土地改良区が 423 

維持管理していますので、その者から技術継承を受けるなりして、今の段階で 424 

はどこかの会社に業務を委託するしか方法はないかなというふうに考えており 425 

ます。 426 

 以上です。 427 

窪 之 内 最後のでいえば、これは農業関係なので、建設部管理にはできないということ 428 

で、市の中でそういう技術者を利用するということは可能性がないのかどうか 429 

というのが１点と、できたときの運営管理費全体について交付税算入というの 430 

は全くないのかどうか、この２点お伺いします。 431 

北野室長 土木課との協議も数年前からやっているのですけれども、排水機場が１つふえ 432 

ると、そこに２人、３人の職員を充てなければならぬというふうな状況になり 433 

ます。今現在も決まった人数の中でやっているものですから、それ以上人をふ 434 

やすということにはならないということで話を伺っております。 435 

 それから、交付税算入につきましては、維持管理費については国の補助等もご 436 

ざいませんので、全額市負担ということになります。今現在も同じです。 437 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 438 
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小  野 まず、手前にあります蛸の首樋門、あれを国管理でやると、一緒に改修工事や 439 

るときには例えば一本化されるのかどうかということと、それから今150馬力３ 440 

基ついています。口径が要するに3,600以上ということなのですが、本当にこの 441 

３基というのが必要なのかどうかという、例えばそれを150馬力を100馬力に落 442 

として３基にすれば、警戒的にぎりぎりではないかと、恐らく大きいほうがい 443 

いと思いますけれども、その辺の絡みはどうなっているか、それを確認したい 444 

のですが。 445 

北野室長 実際には排水機場は、今の排水機場の位置が石狩川の下流側に移ります。今ま 446 

での熊穴川の右岸側から左岸側に移るということになります。蛸の首樋門と排 447 

水機場は、現在数十メートル離れていますけれども、新しい排水機場は２個併 448 

設して、並列してできることになります。工事については、一緒にやるかどう 449 

かはまだ決まっておりませんけれども、躯体自体はほとんどついた状態になり 450 

ますので、同時に工事が実施されるものと思います。 451 

 それから…… 452 

（「ポンプの口径」と言う声あり） 453 

北野室長 現在150馬力、1,200ミリで３基ということなのですけれども、国のほうで今考 454 

えているのは少しポンプの径を大きくして２基でやろうかというふうなことで 455 

考えているようです。まだ正式な設計ができておりませんので、基本的な考え 456 

方は３基ではなくて口径を大きくして２基というふうに話を聞いております。 457 

（「今より能力アップする」と言う声あり） 458 

北野室長 能力的には今と同程度になるというような見込みであります。 459 

委 員 長 よろしいですか。 460 

小  野 はい。 461 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 462 

副委員長 １点だけ。この排水機の関係なのですけれども、今土木課所管の排水機もある、 463 

それとあと江部乙に救急排水機で16丁目に５基ついている排水機もあるのです。 464 

あの部分については、滝川市が管理して国で100パーセント交付で後で埋めてい 465 

ただける形にはなっているのですけれども、水害対策や何かの形の中でやはり 466 

基本的に大きな意味で交付税算入には、もともとそういうふうにはなっている 467 

のだろうと思うのですけれども、そういった水害のときを含めて排水機を動か 468 

したりする管理が市町村で負担がかかるような形にならないように、やっぱり 469 

国等に要請をすべきことだったのではないかなというふうに思うのです。だか 470 

ら今回農業関連ということで施設ができるので、災害がないためには国が直轄 471 

で本来ならばやるべきことではなかったのかなと思うので、その辺の堤防の改 472 

修とあわせて要請が足りなかったのではないかなという感じを受ける。その辺 473 

を考えて要請するつもりなくて、そのまま今のこの形になったのかだけお伺い 474 

しておきます。国が直轄で管理費も含めて国から100パーセント戻ってくるよう 475 

な場所もあるのに、市で全部出すというのもちょっと納得がいかない分もある 476 

ので、その辺の整合性というのはどうなっているのかお伺いします。 477 

北野室長 この排水機場のできる背景というのがありまして、滝川市のまちのほうにある 478 

滝川排水機場、池の前排水機場、これについては国がつくって国が維持管理を 479 

しますというふうな施設です。その要件等がございまして、それに合致してい 480 

るものですから、国で維持管理を行っています。この６丁目排水機場は、農業 481 

用排水施設として地元から要望のあったものです。地元から要望があって、設 482 
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置については国のほうで国営事業としてやるけれども、管理主体について維持 483 

管理費も含めて、それは地元ですというふうな事業になっております。札幌開 484 

発建設部管内にある23基も同じ条件です。事業については、国営なり道営なり 485 

ではやっているのでしょうけれども、維持管理費はすべて地元負担ということ 486 

になっております。 487 

 以上です。 488 

委 員 長 よろしいですか。 489 

副委員長 はい。 490 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 491 

（なしの声あり） 492 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 493 

 （10）、農業体質強化基盤整備促進事業の進捗状況について説明を求めます。 494 

 （10）農業体質強化基盤整備促進事業の進捗状況について 495 

北野室長 （別紙資料に基づき説明する。） 496 

委 員 長 説明が終わりました。 497 

 質疑ありますか。 498 

窪 之 内 これは、今年度のみの事業ということだったのですが、ちょっと気になるのは 499 

当初予定件数と実施見込み件数との差で、当初予定していた農家の方たちがい 500 

ろんな条件でできなくなったとかがあるのだと思うのですが、その辺は納得さ 501 

れているのかどうかお伺いします。 502 

北野室長 当初見込んだときには、まだ圃場等雪のある時期にこのような事業があるとい 503 

うことで図上だけで判断をしておりました。その事業のいろんな実施要件が見 504 

えてきた中で、白地地域はだめだとか、国有地はだめだとかというふうな条件 505 

が出てきまして、そういうものを排除してみたり、あと事業費がこのぐらいか 506 

かるので、持ち出しはこのぐらいかかりますという中で、そんなに持ち出しは 507 

できないということで手下げされたということで、これは各農家納得している 508 

ものでございます。 509 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 510 

（なしの声あり） 511 

委 員 長 ないようですので、報告済みといたします。 512 

 （11）、株式会社滝川グリーンズに関する報告について説明を求めます。 513 

 （11）株式会社滝川グリーンズに関する報告について 514 

 ・定時株主総会の開催結果について 515 

 ・経営診断業務の実施について 516 

多田参事 （別紙資料に基づき説明する。） 517 

委 員 長 説明が終わりました。 518 

 質疑ありますか。 519 

 委員外議員から発言の申し出がありましたので、発言内容の確認をまずしたい 520 

と思います。 521 

清水委員外議員 委託業者の関係、それと未利用地の関係について市はこれまでどういうふうに 522 

把握、計画をしていたのかということについてです。 523 

委 員 長 ただいま清水議員より発言をしたいとの申し出がありましたので、お諮りいた 524 

します。 525 

 清水議員の発言を許可することに賛成の方は挙手をお願いします。 526 
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（挙手多数） 527 

委 員 長 挙手多数であります。 528 

 それでは、清水議員の発言を認めることに決定いたしました。 529 

 清水議員の発言時間については２分間ということで諮りたいと思いますが、よ 530 

ろしいでしょうか。 531 

（異議なしの声あり） 532 

委 員 長 それでは、異議なしということで清水議員の発言を許可いたします。 533 

清水委員外議員 まず、レストラン委託業者が昼食弁当のおくれ、また開店時間が12時を過ぎる 534 

と、これは契約違反にも該当するという指摘と、もう一つは一番最後のページ 535 

に未利用の遊休地の活用については経営体としての自覚が不足している部分も 536 

あるようだという指摘がされています。今回の委託調査については、こういっ 537 

た指摘がされたのだが、この２点については特別新しいというふうに私は思わ 538 

ないのだけれども、特に１点目のほうについては市で把握していたのかどうか、 539 

また把握していたとすれば、それについてどんな対応をしてきたのか。２点目 540 

の遊休地については、これは指定管理の事業計画の中で遊休地の活用を図ろう 541 

というような話をこれまで市はやってきたのか、それともやってきていないの 542 

かという点です。 543 

 以上です。 544 

多田参事 レストランの委託に関してのこの表現ですけれども、レストランの営業のあり 545 

方につきましては打ち合わせの中で報告を受けて適切に契約どおり実行するよ 546 

うにといった指導は過去にしてきてございます。ただ、実態として今委託を受 547 

けている業者のほうでかなり難しい面があると。ですので、そういった面を改 548 

善をしてほしい、するべきでないかというような行政としての指導等もしてき 549 

ている部分であります。 550 

 未利用地の部分ですけれども、指定管理によってグリーンズのほうに管理を委 551 

託をしてございますけれども、パークゴルフ場との間の芝生につきましては芝 552 

生としての利用といいますか、活用といいますか、例えばイベント等での活用 553 

等も行ってきてございます。さらには、コテージの向かいの農園の部分につき 554 

ましては、近隣の農家さんとの連携の中で野菜等の作付等を行いながら施設で 555 

の活用、あるいは販売等も行ってきているというような実態もございます。今 556 

委託先のほうから、診断の中身としましては、さらなる有効活用といったこと 557 

での必要性を検討すべきではないかといった視点で指摘を受けているというの 558 

が実態でございます。 559 

 以上です。 560 

委 員 長 再質疑ありますか。40秒です。 561 

清水委員外議員 １点目のほうについてもう一回伺いたいのですが、昼食弁当がおくれるとか開 562 

館時間がおくれるというのはこういう飲食業にあってちょっと考えられない話、 563 

早くあけていて普通ですよね。こういったことが１度ならず繰り返されている 564 

にもかかわらず、契約の見直しだとかをしてこなかったということなのか、そ 565 

れとももう今の時点では改善されたということなのかお伺いしたいと思います。 566 

多田参事 市のほうとしては、契約どおり改善をするように、きちっと契約に沿った形で 567 

運営をするようにグリーンズのほうに話をし、グリーンズからは委託業者のほ 568 

うにそういった中でおくれるですとかいろんな、どちらかというと苦情に近い 569 

ようなものにつきましては適切に対応するようなことで打ち合わせを行ってき 570 
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ているというのが実態でございます。ただ、それがなかなかお客様との対応の 571 

中で実現できなかったり、あるいは宴会との関係の中で時間がおくれたりだと 572 

か、そういうことが起こってきているというのが実態でございます。このまま 573 

でいいというふうに当然理解しているわけではなくて、今後さらに改善をさせ 574 

ていく、あるいはしていく必要があるというふうに思ってございます。 575 

清水委員外議員 終わります。 576 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 577 

 ここで所管の入れかえをいたします。10分間の休憩をいたします。35分に再開 578 

をいたします。 579 

 休憩に入ります。 580 

休  憩 １５：２５ 581 

再  開 １５：３５ 582 

委 員 長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 583 

 （12）、新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について説 584 

明を求めます。 585 

 （12）新滝川市活力再生プラン平成23年度実績報告及び最終報告について 586 

深瀬課長 （別紙資料に基づき説明する。） 587 

委 員 長 説明が終わりました。 588 

 質疑ありますか。 589 

（なしの声あり） 590 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 591 

 （13）、地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について 592 

（道路法関係）説明を求めます。 593 

 （13）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（道 594 

路法関係） 595 

尾崎副主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 596 

委 員 長 次の（14）も同趣旨なので、続けて説明してもらえますか。 597 

 （14）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（都 598 

市公園法関係） 599 

尾崎副主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 600 

委 員 長 それでは、（13）、（14）、一括で質疑をお受けします。質疑ありますか。 601 

窪 之 内 道路法の関係のほうですが、国の基準と違うというか、市の基準を独自に設定 602 

するということの案が幾つか盛り込まれているのですが、スペースの幅員を広 603 

げるということはわかるのですが、歩道においては縮小ができるというふうに 604 

書かれていますが、この場合縮小することができることを例えばどこまでとか 605 

という設定、２分の１まで、車いすがすれ違わなくても車いすが通れるという 606 

ふうに考えられるところなのかどうか、どういうふうに読んだらいいのかなと 607 

いうことが１点と、堆雪幅なのですけれども、これで今までなかったことを市 608 

の基準として条例上明記されるということになるのですが、現状はこの条例を 609 

明記しても大丈夫な状況になっているのかどうか。道路状態が雪のスペースを 610 

ちゃんと設けられているというふうに確認してもいいのかどうかの２点お伺い 611 

します。 612 

尾崎副主幹 １番目のご質問なのですけれども、歩道につきましては今現在２メーター以上 613 

ということでございますけれども、どうしても２メーターとれない道路が市内 614 
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に多くて、幅につきましては車いすが歩行できる幅というふうに今考えており 615 

ます。ということで、１メーター以上というような形で今考えております。 616 

 それから、堆雪幅でございますが、堆雪幅につきましては道路構造令には基準 617 

はないのですが、今北海道の設計の基準におきまして堆雪幅というのがござい 618 

まして、その堆雪幅をとるような設計で組んでおります。ただ、どうしても道 619 

路が狭いところで過去に整備をしているところにつきましては、この堆雪幅が 620 

とれないという場合もございます。今後整備をする道路につきましては、この 621 

堆雪幅をとれるような形で整備をしていきたいというふうには考えております。 622 

 以上です。 623 

窪 之 内 最後の堆雪幅で見れば、新しい道路に適応するだけで、現状の道路でないとい 624 

うことについては条例で設けても大丈夫だというふうに理解していいのかとい 625 

うことと、先ほどの縮小するということで見れば１メートルを考えているとい 626 

うことだったのですが、この基準だけで見るとどこまででも縮小することがで 627 

きるというふうに読んでも差し支えないようなものになるので、これはもし案 628 

として出すのであれば、やはり最低の１メートルとかというのを明記すべきで 629 

はないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。 630 

尾崎副主幹 従前、24年度ですか、条例が制定されるまでに整備された道路につきましては、 631 

この条例で盛り込まれる堆雪幅というものの適用は受けないというふうになり 632 

ますので、今現在整備されている道路については条例の適用を受けないという 633 

ことを北海道のほうから聞いております。 634 

 それから、歩道の幅につきましては明記すべきということで今お話がございま 635 

したけれども、歩道につきましては原則２メーター以上なのですけれども、ど 636 

うしてもやっぱりとれないということで、例えば１メーター未満の歩道のよう 637 

な形をしているのですけれども、構造令でいったら歩道でないというような歩 638 

道も市内に結構ございます。ただ、例えば75センチであっても人が歩くことは 639 

可能ですので、なるべく幅が狭くても歩道というふうにしてこちらとしては取 640 

り扱っていきたいなというふうに考えております。ですから、あえて何メータ 641 

ー以上という文言は今入れておりません。 642 

委 員 長 よろしいですか。 643 

窪 之 内 はい。 644 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 645 

 清水委員外議員から発言の申し出がありましたので、発言内容の確認をします。 646 

清水委員外議員 今の窪之内委員のところで、国の基準があったときも、それより基準に従わな 647 

いでつくることができたということと、新たに今度条例をつくった場合にこの 648 

条例に従わないでつくることができるというように解釈できるのですが、その 649 

あたりのことについて伺います。 650 

委 員 長 清水議員から申し出がありましたけれども、お諮りいたします。 651 

 清水議員の発言を許可することに賛成の方は挙手願います。 652 

（挙手多数） 653 

委 員 長 挙手多数でありますので、清水議員の発言を認めます。 654 

 発言時間については、２分間でお願いします。 655 

清水委員外議員 国の基準では3.5メートル以上、その他２メートル以上と、けれども実際には２ 656 

メートルない、１メーター以上ということでつくってきている場所があると、 657 

つまり基準があってもそれ以内で実態に合わせて今までやってきているわけで 658 
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すよね。ということは、新たに今度条例をつくっても同じようなことがあって、 659 

基準をつくってもやっぱり実態に合わせてということが当然起きるのだろうと 660 

いう確認が１つです。 661 

 もう一つは、そうなると基準をつくる意味というのは目安というようなことで、 662 

やはり基本はその地形だとか実態を踏まえてということについてのそういう基 663 

本的な基準の持つ意味というか、これは変わらないというふうに考えていいの 664 

でしょうか。 665 

尾崎副主幹 今ある道路構造令という国の基準がございまして、先ほど２メーター未満の歩 666 

道という話をしたのですが、道路構造令というものの中では歩道というふうに 667 

ならない状態の歩道のような形態をしたものがあるという理解をしていただき 668 

たいと思います。それで、そこは道路構造令でいいますと施設帯というような 669 

位置づけでございまして、ただ現地は人も歩けますし、自転車も通行できるよ 670 

うな状態にはなっているのですけれども、道路構造令の幅の規定からいきます 671 

と歩道にあらずというような形にはなっております。それで、今条例に従わな 672 

いという話がありましたけれども、そういう結局施設帯という位置づけになっ 673 

ているものにつきましても市としては歩道という位置づけにしたいということ 674 

で幅員の基準を緩和するというような形で考えております。ですから、条例に 675 

従わないということではなくて、条例に則した道路整備をやっていくというふ 676 

うに今後も、その条例施行後はやります。 677 

 それから、条例でつくった基準に合わないものについては歩道にあらずという 678 

ことになれば、それは施設帯という位置づけになろうかと思います。 679 

 以上です。 680 

委 員 長 よろしいですか。残り１分です。 681 

清水委員外議員 先ほど１メーター以上というのは、それは歩道という扱いではなく施設帯とい 682 

うことだった。ということは、全然別個の話だったのですね。しかし、これか 683 

らは歩道ということにして明確にしたいという部分についてはわかったのです。 684 

そうなると、ほかのいろんな項目ありますけれども、それぞれの項目について 685 

基準があると、しかし基準以下についても別の概念で数値が低いものを、実態 686 

としては同じようなものをつくるということをこれまでもやってきたのだと。 687 

しかし今回の条例改正で意見を求めようというものについては精査して、そう 688 

いうものはこういう点に限られるというようなことで行っていくのか伺います。 689 

尾崎副主幹 基準が今現在もございますけれども、確かに２メーター未満のものにつきまし 690 

ては歩道にあらずと、この構造令ではなっております。歩道ではないから、そ 691 

れは施設帯ですよとか、路肩ですよということで法律上は確かにそういう整理 692 

になるのですけれども、実態現地にあるものとしましてはやはり縁石もついて 693 

いますし、車道とその部分との15センチ程度の高さの差がございますので、そ 694 

ういう点からすると車道と歩道の分離がされているということで、ただ幅がち 695 

ょっと足りないというだけなものですから、やっぱりうちとしましてはそれは 696 

歩道というふうに今後見ていきたいなということで考えております。それを例 697 

えば歩道ではないから路肩ですよとか、施設帯ですよということで法律的な位 698 

置づけはそうやってしてきたのですけれども、今後は歩道というふうに整理を 699 

していきたいというふうに考えております。 700 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 701 

 （15）、建設部工事発注状況について説明を求めます。 702 
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 （15）建設部工事発注状況について 703 

深瀬課長 （別紙資料に基づき説明する。） 704 

委 員 長 それでは、質疑ありますか。 705 

（なしの声あり） 706 

委 員 長 報告済みといたします。 707 

 （16）、平成24年度一般会計補正予算について説明を求めます。 708 

 （16）平成24年度一般会計補正予算について 709 

千葉室長 （別紙資料に基づき説明する。） 710 

委 員 長 説明が終わりました。 711 

 議案関連となっておりますので、ご留意ください。 712 

 質疑ありますか。 713 

（なしの声あり） 714 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 715 

 （17）、石狩川流域下水道組合規約の変更について説明を求めます。 716 

 （17）石狩川流域下水道組合規約の変更について 717 

山崎副主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 718 

委 員 長 それでは、議案関連となっておりますので、ご留意ください。質疑ありますか。 719 

（なしの声あり） 720 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 721 

 続きまして、（18）、地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募 722 

集について説明を求めます。 723 

 （18）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（下 724 

水道法関係） 725 

山崎副主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 726 

委 員 長 それでは、質疑ありますか。 727 

（なしの声あり） 728 

委 員 長 報告済みといたします。 729 

 （19）、専決処分について説明を求めます。 730 

 （19）専決処分について（市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いの請求に関 731 

する調停の申立て及び公営住宅の明渡し等） 732 

高瀬技監 （別紙資料に基づき説明する。） 733 

委 員 長 質疑ありますか。 734 

（なしの声あり） 735 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 736 

 （20）、専決処分について（滝川市立開西中学校改築工事に係る工事請負契約の 737 

変更）について説明を求めます。 738 

 （20）専決処分について（滝川市立開西中学校改築工事に係る工事請負契約の 739 

変更） 740 

伊藤主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 741 

委 員 長 説明が終わりました。 742 

 議案関連となっております。ご留意ください。 743 

 質疑ありますか。 744 

窪 之 内 議案関連なのですけれども、１点だけ、油漏れが徐々にということだったので 745 

すが、どこからどういう原因で油漏れがあったのかだけ伺います。 746 
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伊藤主幹 油漏れの部分なのですけれども、ちょっと図面が小さくて見にくいと思うので 747 

すけれども、もともとの地下タンクというのがこの位置にございました。そこ 748 

から建物内部に入り込んでいたのです。今回ここの部分、ちなみに地下タンク 749 

で今まで重油で暖房を補っていたのですけれども、これからはメーンは電気の 750 

蓄熱式暖房になります。ですから、地下タンクは今回全部撤去いたしました。 751 

灯油タンクを一部使うところもあるのですけれども、地上タンクに切りかえま 752 

した。この地下タンクから建物の中に灯油管が床下を走っておりました。その 753 

床下を走っていた土間床のところを一回掘削をかけて一部エレベーターをつく 754 

るのに深く掘ったのですけれども、そこに油分の水が差してきたというので、 755 

このあたり周辺を調べました。そうすると、一気に漏れたものではないと思う 756 

のです。重油が一気になくなるというようなことは学校側から聞いておりませ 757 

んので、かなり長い年月をかけて漏れていたのだと思います。平米数にして200 758 

平米分ぐらいの床の部分で油漏れが認められたということで、建物の基礎の中 759 

でしたので、外には一切漏れていないです。それも確認させていただきました。 760 

建物の中の部分だけ土間コンを撤去しまして、油漏れしていた床の土を撤去し 761 

て処分させていただいたという中身になってございます。 762 

窪 之 内 ということは、タンクではなくて配管の部分での徐々の油漏れだということで 763 

理解していいということですか。 764 

伊藤主幹 まさにそのとおりで、タンク自体は問題ありませんでした。そこから建物の中 765 

に引き込まれていた給油管から徐々に漏れていたということです。 766 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 767 

（なしの声あり） 768 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 769 

 （21）、地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について説 770 

明を求めます。 771 

 （21）地域主権改革一括法の施行に伴う条例整備に関する意見募集について（公 772 

営住宅法関係） 773 

伊藤主幹 （別紙資料に基づき説明する。） 774 

委 員 長 説明が終わりました。 775 

 質疑ありますか。 776 

 発言内容の確認をいたします。 777 

清水委員外議員 入居資格で裁量階層について、これまでの実態が少ないというようなことがう 778 

かがわれていたのですが、そういうことも含めて、少なければこれでいいと思 779 

うのですけれども、今まで多ければそれによる不利益を受ける人が多くなると 780 

いうようなこと。 781 

委 員 長 清水議員より発言の申し出がありました。 782 

 お諮りいたします。清水議員の発言を許可することに賛成の方は挙手願います。 783 

（挙手多数） 784 

委 員 長 挙手多数であります。 785 

 清水議員の発言を認めます。 786 

 ２分間でお願いいたします。 787 

清水委員外議員 まず、裁量階層の枠でこれまで入居の実績はどの程度あるのか、何割とか何戸 788 

とか、そのような形でお伺いしたいと思います。 789 

 ２点目は、滝川市は確かに入居の倍率が高いので、あえてそういう高い収入の 790 



 

１６ 

 

人を入れることによって低所得者を除外することのなきよう、それ自体は非常 791 

によくわかる話なのですが、まずはこれまでの実績がわからないと一般論に終 792 

わってしまうのでということです。１点目答えていただければ、わかります。 793 

伊藤主幹 24年８月７日現在で滝川市の収入階層別割合を言いますと、収入分位１、政令 794 

月収ゼロから10万4,000円までが82.3パーセント、収入分位２、10万4,001円か 795 

ら12万3,000円、これが4.9パーセント、収入分位３、12万3,001円から13万9,000 796 

円、これが2.7パーセント、収入分位４、13万9,001円から15万8,000円、これが 797 

2.3パーセント、収入分位５、15万8,001円から18万6,000円、これが３パーセン 798 

ト、収入分位６、18万6,001円から21万4,000円、これが２パーセント、収入分 799 

位７、21万4,001円から25万9,000円までの方が1.5パーセント、25万9,001円以 800 

上というのが1.3パーセントというような状況になってございます。 801 

委 員 長 よろしいですか。残り１分です。 802 

清水委員外議員 １パーセントと1.3パーセントだから、2.3パーセントの人が…… 803 

             （「1.5パーセントと1.3パーセントです」と言う声あり） 804 

清水委員外議員 1.5と1.3。 805 

（「はい」と言う声あり） 806 

清水委員外議員 2.8パーセントの方が裁量階層での実績だということがわかりました。その裁量 807 

階層というのは、主にどういうことで居住の安定を図る必要がある世帯なので 808 

しょうか。 809 

林副主幹 裁量階層については、例えば入居者または同居者に障がい者がいる世帯ですと 810 

か、戦傷病者ですとか原爆の被災者、あとは同居者に小学校就学前の児童がい 811 

る方というようなことです。 812 

（「老人」と言う声あり） 813 

林副主幹 老人もそうです。そのような世帯です。 814 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 815 

（なしの声あり） 816 

委 員 長 それでは、すべて報告済みといたします。ご苦労さまでした。 817 

 ２．第３回定例会以降の調査事項について～別紙 818 

委 員 長 続きまして、２の第３回定例会以降の調査事項についてお諮りいたします。 819 

 別紙調査項目に記載されているとおりといたしたいと思いますが、ご意見ござ 820 

いますか。 821 

（なしの声あり） 822 

委 員 長 それでは、閉会中の調査項目はこのとおりといたします。 823 

 ３．その他について 824 

委 員 長 ３、その他について、事務局からありませんが、意見をお持ちの方いらっしゃ 825 

いますか。 826 

（なしの声あり） 827 

 ４．次回委員会の日程について 828 

委 員 長 ４、次回委員会の日程については、正副委員長にご一任願えますか。 829 

（異議なしの声あり） 830 

委 員 長 以上をもちまして第15回経済建設常任委員会を閉会いたします。お疲れさまで 831 

した。 832 

閉  会 １６：４０ 833 

 834 


